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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
」
の
記
述
と
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬

害
事
件
の
検
証
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
」
の
記
述
と
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ

ン
薬
害
事
件
の
検
証
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
」
（
平
成
二
十
二
年
七
月
七
日
版
）
」
（
以
下

「
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
の
十
二
ペ
ー
ジ
の
十
五
行
目
か
ら
十
九
行
目
ま
で
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
執
筆
者
か
ら

の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
国
立
感
染
症
研
究
所
ウ
イ
ル
ス
第
三
部
が
保
管
す
る
検
定
台
帳
の
記
載
や
当
時
の
ワ
ク
チ
ン
の
検

定
業
務
の
担
当
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
り
、
平
成
三
年
九
月
に
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
が
中
止
さ
れ
、
そ
れ
以

降
は
自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
が
製
造
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
期
間
は
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
に
合
格
し
た
日
か
ら
一
年
間
で
あ
る
た
め
、
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ

ク
チ
ン
の
製
造
中
止
後
、
使
用
さ
れ
る
ワ
ク
チ
ン
が
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
か
ら
自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
徐
々
に
切

り
替
わ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
「
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
を
中
止
し
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
所
独
自
の
麻
疹
、

お
た
ふ
く
か
ぜ
、
風
疹
ワ
ク
チ
ン
を
混
合
し
た
自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
が
選
択
さ
れ
た
。
」
と
記
述
し
た
と
の
こ

と
で
あ
り
、
御
指
摘
の
記
述
に
平
成
三
年
十
月
以
降
に
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
が
使
用
さ
れ
て
い
た
事
実
を
隠
�
す
る
意

一



図
は
な
く
、
必
ず
し
も
誤
り
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
原
案
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
の
十
二
ペ
ー
ジ
の
十
五

行
目
か
ら
十
九
行
目
ま
で
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
執
筆
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
執
筆
者
が
記
述
し
て
か
ら
公
表
さ

れ
る
ま
で
の
間
に
、
修
正
さ
れ
た
経
緯
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二


